
■
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
シ
ス
テ
ム
導
入
は

　
目
的
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要

　
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
工
場

に
お
い
て
も
食
品
事
故
が
発
生
す
る
実
情
を

考
え
て
み
る
と
、
食
品
製
造
に
従
事
す
る
全

て
の
従
業
員
が
「
ル
ー
ル
を
押
し
付
け
ら
れ

る
」
と
い
う
被
害
者
意
識
に
立
つ
の
で
は
な

く
、
前
向
き
に
「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル

が
あ
り
、
順
守
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
」「
そ

の
ル
ー
ル
を
順
守
し
な
け
れ
ば
ど
の
よ
う
な

結
果
（
食
品
事
故
）
と
な
り
得
る
の
か
」
な

ど
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
に

至
っ
た
本
来
の
目
的
を
正
し
く
理
解
で
き
て

い
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ

こ
で
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る

今回は、HACCPシステム導入で重要な「製品説明書」と「CCP整理表（HACCPプラン ）」の作成と活用について解説します。

HACCPHACCP誌上コンサルティングHACCP導入
第 13回

Ｐ
チ
ー
ム
が
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
で
作
成
し
、
あ

ま
り
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
製
品
説
明
書
作
成
の
目
的
は
、
自
分

た
ち
が
製
造
し
お
客
さ
ま
に
購
入
し
て
い
た

だ
く
製
品
の
情
報
を
整
理
し
、
原
材
料
や
製

品
の
規
格
、
意
図
す
る
用
途
、
対
象
と
な
る

消
費
者
を
正
し
く
理
解
し
て
、
そ
の
商
品
の

位
置
付
け
を
経
営
者
含
め
従
業
員
が
認
識
す

る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
シ
ス
テ

ム
導
入
の
ル
ー
ル
で
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
デ

ス
ク
ワ
ー
ク
で
作
成
し
て
終
わ
り
と
す
る
の

で
は
、
全
く
も
っ
た
い
な
い
話
で
す
。

　
表
１
に
示
し
た
よ
う
に
、
原
材
料
に
関
す

る
項
目
は
原
材
料
名
と
産
地
ま
で
表
記
し
、

製
品
規
格
に
関
す
る
項
目
は
衛
生
指
導
基
準

（
公
定
規
格
）と
自
主
基
準
を
明
記
し
そ
の
根

拠
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
消
費
期
限
の

設
定
条
件
も
具
体
的
に
し
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、
よ
り
詳
細
に
製
品
説
明
書
に
記
載
す
る

こ
と
で
、
社
員
（
特
に
新
人
）
教
育
に
対
す

る
教
材
と
し
て
活
用
し
、
自
分
た
ち
は
ど
の

よ
う
な
品
質
の
製
品
を
製
造
し
て
い
る
の
か

を
認
識
さ
せ
る
こ
と
は
、
食
の
安
全
を
確
保

す
る
の
に
欠
か
せ
な
い
知
識
で
す
。

■
Ｃ
Ｃ
Ｐ
整
理
表
（
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ

　
プ
ラ
ン
）
作
成
の
目
的

　
Ｃ
Ｃ
Ｐ
整
理
表
（
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
プ
ラ
ン
）

（
表
２
）
は
12
手
順
の
手
順
７
か
ら
12
ま
で
を

整
理
し
た
も
の
で
、
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。

①
危
害
分
析
結
果
か
ら
、
Ｃ
Ｃ
Ｐ
と
設
定
さ

ス
テ
ッ
プ
（
過
程
）
で
、
経
営
陣
な
ら
び
に

全
従
業
員
が
よ
り
深
く
自
分
た
ち
の
も
の
と

し
て
理
解
す
べ
き
課
題
と
し
て
、
７
原
則
12

手
順
の
中
か
ら
手
順
２
「
製
品
説
明
書
」
と

手
順
７
か
ら
12
ま
で
を
ま
と
め
た
「
Ｃ
Ｃ
Ｐ

整
理
表
（
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
プ
ラ
ン 

）」
の
活
用

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
と
宣

言
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
全
従
事
者
が
そ
の
導

入
目
的
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
で
組
織
全

体
と
し
て
の
責
任
が
増
し
、
食
品
安
全
へ
の

意
識
向
上
が
図
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
よ

う
な
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
仕
組
み
を
理
解
し
、
食

品
安
全
を
率
先
し
て
考
え
ら
れ
る
食
品
安
全

文
化
を
全
従
事
者
に
理
解
さ
せ
て
浸
透
さ
せ

る
の
は
、
経
営
者
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
シ
ス
テ
ム
を
導
入

し
、
維
持
管
理
す
る
た
め
の
具
体
的
方
法
と

し
て
、
製
品
説
明
書
と
Ｃ
Ｃ
Ｐ
整
理
表
（
Ｈ

Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
プ
ラ
ン
）
の
作
成
目
的
、
作
成
後

の
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
シ
ス
テ
ム
の
理
解
、
経
営
幹

部
の
管
理
項
目
と
し
て
の
活
用
に
つ
い
て
紹

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
手
順
２「
製
品
説
明
書
」の

　
作
成
と
活
用
の
目
的

　
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
に
よ
る
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
シ
ス

テ
ム
は
７
原
則
12
手
順
で
進
め
る
よ
う
に
決

め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
一
般
的
に
ほ
と
ん
ど

の
企
業
に
お
い
て
製
品
説
明
書
は
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ

ＣＣＰ整理表（ＨＡＣＣＰプラン）活用による
システム運用の維持管理
̶経営幹部の日常管理でのＣＣＰ整理表の活用̶
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1947年生まれ、鹿児島県出身。75年㈱ヤ
クルト本社入社。98年富士裾野工場工場
長、2003年生産本部理事を経て、05年㈱
愛知ヤクルト工場代表取締役就任。12年
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HACCP実践研究会事務局長。
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HACCP
れ
た
工
程
に
お
け
る
「
想
定
さ
れ
る
危
害
」

「
そ
の
危
害
発
生
要
因
」「
危
害
防
止
措

置
」
を
明
確
に
し
、
自
主
的
に
決
め
た
許

容
限
界
、
そ
の
科
学
的
根
拠
、
統
計
的
根

拠
な
ら
び
に
作
業
規
定
な
ど
独
自
設
定
基

準
を
明
確
に
す
る
。

②
設
定
し
た
許
容
限
界
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
対

象
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
方
法
、
頻
度
、
担
当

者
を
明
確
に
す
る
。

③
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
、
逸
脱
が
発
生
し

た
場
合
に
停
止
・
連
絡
の
方
法
、
逸
脱
製

品
の
取
り
扱
い
、
設
備
復
旧
条
件
と
そ
の

措
置
に
お
け
る
一
連
の
状
況
の
記
録
方
法

を
改
善
措
置
条
件
と
し
て
明
確
に
す
る
。

④
こ
の
Ｃ
Ｃ
Ｐ
シ
ス
テ
ム
が
目
的
通
り
に
機

能
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
記
録
の
点
検
、
測

定
機
器
・
検
査
機
器
な
ど
計
器
の
校
正
、

監
査
・
再
評
価
の
実
施
、
そ
し
て
各
検
証

記
録
簿
に
点
検
日
、
点
検
者
、
機
器
の
校

正
、
検
査
・
再
評
価
の
実
施
日
、
実
施
者
、

実
施
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
を
明
記
す
る
。

　
こ
こ
で
、
経
営
幹
部
の
方
々
に
よ
り
深
く

理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
Ｃ
Ｃ
Ｐ
整
理

表
（
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
プ
ラ
ン
）
に
記
載
す
る
内

容
の
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

●
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
そ
の
方
法

　
設
定
基
準
が
適
切
に
守
ら
れ
て
い
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
連
続
的
ま
た
は

相
当
頻
度
で
定
め
た
基
準
値
を
測
定
し
、
必

要
な
観
察
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を

記
録
す
る
こ
と
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
い
う
。

①
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
対
象

　
製
造
機
器
に
設
置
さ
れ
た
計
器
な
ど
を
用

い
る
場
合
は
そ
の
計
器
、
中
心
温
度
計
な
ど

の
測
定
機
器
や
検
査
機
器
を
使
用
す
る
場
合

は
そ
の
測
定
方
法
、
官
能
検
査
を
行
う
場
合

は
そ
の
内
容
な
ど
と
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
対
象

を
明
確
に
す
る

②
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
頻
度

　
連
続
的
に
全
て
の
食
品
に
つ
い
て
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
す
る
こ
と
が
理
想
だ
が
、
連
続
的
に

実
施
で
き
な
い
場
合
は
測
定
値
の
ば
ら
つ
き
、

基
準
値
と
測
定
値
の
近
接
度
な
ど
を
考
慮
し

　
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
、
定
め
ら
れ
た
設

定
基
準
を
逸
脱
し
て
い
た
場
合
、
な
ぜ
管
理

状
態
が
不
適
切
に
な
っ
た
の
か
原
因
を
調
べ
、

管
理
状
態
を
適
切
な
状
態
に
復
元
す
る
方
法

や
、
基
準
を
超
え
た
工
程
で
処
理
さ
れ
た
製

品
や
半
製
品
の
措
置
を
事
前
に
決
め
て
お
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

①
工
程
を
即
座
に
一
時
停
止
す
る
。

②
危
害
発
生
の
可
能
性
の
あ
る
製
品
を
特
定

し
、
正
常
な
製
品
と
隔
離
し
「
危
害
（
疑
）

製
品
」
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
管
理
す

る
（
間
違
い
出
荷
防
止
）。

③
基
準
か
ら
逸
脱
し
た
製
品
の
状
態
を
調
べ
、

廃
棄
す
る
か
、
も
う
一
度
同
じ
処
理
工
程

を
行
う
の
か
、
あ
る
い
は
他
の
製
品
に
転

用
す
る
の
か
と
い
う
措
置
を
取
る
。

④
設
定
基
準
の
異
常
の
状
態
を
把
握
し
、
原

因
を
究
明
す
る
。

⑤
復
元
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
（
応
急
措

置
、
恒
久
対
策
）
を
取
る
。

⑥
不
良
品
を
排
除
す
る
た
め
の
措
置
お
よ
び

工
程
管
理
の
見
直
し
措
置
を
記
録
す
る
。

⑦
必
要
に
応
じ
て
Ｃ
Ｃ
Ｐ
工
程
の
管
理
方
法

を
改
善
す
る
。

表 1 製品説明書の例

記載事項 内容
製品の名称
および種類

製品の名称（商品名）：自家製サラダミックス
製品の種類　　　　：惣菜

原材料に関する
事項

キャベツ（冷蔵）　　　：国産AAA青果
レタス（冷蔵）　　　　：国産BBB青果
レッドオニオン（冷蔵）：中国産CCC貿易
黄パプリカ（冷蔵）　　：タイ産DDD貿易
水　　　　　　　　　：地下水　敷地内

添加物の名称
および使用量

（表示が必要な添加物）
なし　
次亜塩素酸ナトリウム水溶液：国産　EEE薬品

表示義務の有無
アレルギー表示：義務　なし
　　　　　　　　推奨　なし
GMO（遺伝子組換え）食品の表示：なし

容器包装の材質と
形態

製品包装：ポリプロピレンジッパーバッグ　GGG化成
ラベル（印字済み）：コート紙　KKK製紙

製品の特性
営業許可の種類：そうざい製造業
食品衛生法上の規格基準：該当なし
そのまま喫食または加熱喫食

製品の規格
（成分規格）

ABC保健所　食品衛生課指導基準
生菌数　　　　：1,000,000/g未満
大腸菌　　　　：陰性
黄色ブドウ球菌：陰性
製造基準　　　：HACCP手法によるカット野菜の衛生管理マニュアル

　　　弁当および惣菜の衛生規範
　　　大量調理施設衛生管理マニュアル
　　　CODEX生鮮野菜・果実に関する衛生実施規範
　　　および付属書１

製品の規格
（自主基準）

生菌数　　　　：100,000/g未満
大腸菌　　　　：陰性
黄色ブドウ球菌：陰性

保存方法 ＋ 10℃以下
消費期限または
賞味期限 消費期限：製造後48時間以内

対象者 一般消費者

て
、
不
連
続
時
の
基
準
の

順
守
を
保
証
で
き
る
相
当

頻
度
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を

実
施
す
る
。

③
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
担
当
者

　
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
つ
い
て

十
分
に
訓
練
を
受
け
、
そ

の
重
要
性
を
理
解
し
て
い

る
者
、
測
定
機
器
の
近
く

で
働
い
て
い
る
者
、
結
果

を
正
確
に
記
録
し
、
基
準

の
逸
脱
が
あ
っ
た
場
合
に

速
や
か
に
報
告
し
改
善
措

置
を
実
施
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
者
を
指
名
す
る
必

要
が
あ
る
（
力
量
レ
ベ
ル

を
明
確
に
す
る
）。

●
改
善
措
置
と
そ
の
具
体

的
方
法

出典：NPO近畿 HACCP実践研究会、研修会資料引用
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②
実
際
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
作
業
の
適
正
度
の

現
場
確
認

③
原
材
料
、
中
間
製
品
お
よ
び
最
終
製
品
の

試
験
検
査
に
よ
る
確
認

④
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
用
い
る
測
定
機
器
の
校

正
⑤
消
費
者
か
ら
の
苦
情
、
違
反
な
ど
の
原
因

の
解
析

●
検
証
と
そ
の
具
体
的
内
容

　
衛
生
管
理
が
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
の
７
原
則
12

手
順
に
の
っ
と
り
、
各
手
順
書（
Ｓ
Ｏ
Ｐ
、
Ｓ

Ｓ
Ｏ
Ｐ
）
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
、
そ
の
手
順
書
に
修
正
が
必
要
か
ど
う
か

判
定
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
方
法
、
手
続
き
、

試
験
検
査
を
検
証
と
い
う
。

①
記
録
・
書
類
の
点
検

⑥
Ｃ
Ｃ
Ｐ
工
程
の
設
定
、
手
順
書
（
Ｓ
Ｏ
Ｐ
、

Ｓ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
）
の
見
直
し

　
こ
の
よ
う
に
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
シ
ス
テ
ム
の
実

施
内
容
が
12
手
順
通
り
整
理
し
て
あ
る
の
で
、

経
営
層
は
こ
の
整
理
表
を
日
常
管
理
の
ツ
ー

ル
と
し
て
活
用
し
、
日
々
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結

果
を
製
造
な
ら
び
に
品
質
管
理
担
当
者
に
確

認
す
る
こ
と
が
、
シ
ス
テ
ム
を
維
持
・
管
理

す
る
た
め
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
こ
の

よ
う
な
行
動
を
続
け
る
こ
と
は
、
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報

と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
と
な
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、
経
営
層
が
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
シ
ス
テ

ム
に
興
味
を
示
す
こ
と
で
、
冒
頭
に
述
べ
た

よ
う
な
食
品
事
故
は
皆
無
と
な
る
こ
と
を
確

信
し
て
い
ま
す
。

表 2 CCP整理表（HACCPプラン）の例

CCPの名称 CCP-1油熱工程 CCP-2金属検出機

想定される
危害 病原微生物の生残 金属異物の混入

危害発生
要因 加熱温度または加熱時間不足 原材料由来の金属異物の残存、製造機器の

破損、部品脱落による金属異物の混入

危害防止
措置 適正な加熱温度および加熱時間の確保 金属検出機による金属反応を示した製品

の自動排除、金属検出機の適正感度の保持

許容限界 油熱直後の製品中心温度83℃以上 Fe 1.2㎜以上、SUS 2.0㎜以上の金属を排
除する金属検出機を通過すること

科学的根拠
油熱は連続式コンベヤ、加熱後の中心温度
が83℃以上であれば食肉製品の製造基準
（63℃・30分）と同等の条件を達成できる

この金属検出機の最高感度である

統計的根拠
モニタリング条件下で油熱した製品温度
のばらつきは87～ 90℃で平均89℃と偏
りはない

金属検出機コンベヤ左・右・中央、製品の
上下に置いたテストピース全てで排出の
確認をした

作業規定
油熱コンベヤ油層入り口：85℃以上
油層出口：90℃以上
通過時間：17分以上

対象 油熱直後の製品3個／回 金属検出機の感度、製品が金属検出機を通
過したこと

方法
中心温度計で製品中心温度を測る
（油層設置温度計とストップウオッチで通
過時間を計る）

Fe 1.2㎜以上、SUS 2.0㎜以上のテストピー
スの排除を確認する

頻度 油熱開始時、以下 1時間ごと、
終了時とアイテム変更時

作業開始時、以下 1時間ごと、終了時、
アイテム変更時、全製品

担当者 油熱作業担当者 包装担当者

記録 測定した最低の中心温度を記録する
テストピース排除の記録をする
金属検出機が感知し排除した製品の個数
を日報に記録する

停止・連絡
中心温度が85℃以下になった場合、油熱
作業担当者はライン責任者に連絡し、新規
投入停止、機器調整実施

テストピースを排除しない場合、包装担当
者はライン責任者に連絡、新規投入中止、
前 1時間分およびその後の製品の別置きを
指示する

逸脱製品
中心温度が83℃未満となった場合は、前
回測定以後（1時間分）の製品を包装担当
者が別取りし、廃棄または再加工用として
処理する

上記の別取り品は包装担当者が別の金属
検出機で再検査する
金属検出機が排除した製品は品質管理課
が開封調査の上、廃棄する

設備改善
油熱作業担当者は温度低下などの機器不
具合原因を調査し、機器の修理改善または
メーカーに修理を依頼し、正常運転を確認
後再開する

包装担当者は感度設定の確認、機器不具合
の原因を調査し、感度の再設定後、正常運
転を確認後、ライン担当者の承認後に再開
する

記録
独自設定基準を逸脱した製品名、ロット、
数量、逸脱状況、改善措置、原因、設備改
善、実施担当者について、改善措置記録に
記録する

金属検出機の感度調整などの改善措置、再
検査の実施状況、検出された製品の開封調
査の結果などについて改善措置記録簿に
記録する

記録の点検
油熱工程製造日報を 1回／ 1日以上、出荷
前に製造課長が確認する
改善措置記録は逸脱発生の都度、製造課長
および工場長が確認する

金属検出記録簿を 1回／ 1日以上出荷前に
製造課長が、改善措置記録は逸脱発生の都
度、製造課長および工場長が確認する

計器の校正 品質管理担当者が年 1回以上、中心温度計
を校正する

品質管理担当者が年 1回以上、金属検出機
の点検および正常作動を確認する

監査・
再評価

毎月 1回以上SPC、大腸菌群の細菌検査を
品質管理課で実施し、不適の場合は年 1回
以上再評価を実施する

異物混入事故発生時または年 1回以上感度
の再評価を行う

記録
記録を点検した場合は、各記録簿に点検
日、点検者の名前を記載する
機器の校正、検査、再評価の実施日、実施
者、実施結果を検証記録簿に記録する

記録を点検した場合は、各記録簿に点検
日、点検者の名前を記載する
機器の点検、感度の再評価の実施日、実施
者、実施結果を検証記録簿に記録する

独
自
設
定
基
準

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
方
法

改
善
措
置

検
証
方
法

出典：セーフードしが、HACCP導入の手引きより引用
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